
（裏面）

　１
２

給付額について（年額）
専攻科

　

就学支援金………授業料を支払う代わりに学校に納められる補助金。返済は不要。
岐阜県の奨学金…授業料以外の教育費のために高校生に貸与する。返済が必要。
奨学給付金………授業料以外の教育費のために保護者に給付する。返済は不要。

 　　岐阜県立関有知高等学校　　　奨学金担当　ＴＥＬ ０５７５－２３－１６７５
　　　〒５０１－３２１７　　岐阜県関市下有知字松ヶ洞６１９１－３

（注４）　全日制・定時制・通信制の非課税世帯と専攻科の世帯で、着用を義務付けられている制服が災害等により喪
　　　　　失・毀損した場合であって、再度、制服の購入が必要である場合は、当該災害等につき１回に限り、１人当たり
　　　　　６４，８００円を加算します。申請にあたっては学校へご相談ください。

１４３，７００円

３２，３００円

５０，５００円
５０,５００円

（注１）　保護者とは、親権を行う者（親権を行う者がないときは、未成年後見人）となります。

（注２）　条件によっては対象とならない場合があります。また、特別支援学校の高等部は対象外です。

生活保護（生業扶助）
受給世帯

非課税世帯（第１子）

非課税世帯（第２子以降）

３２，３００円

１２２，１００円

（注３）　所得割額については、令和６年度税制改正に伴う定額減税後の額となります。また、所得割額が非課税
　　　　　かについては、お住いの市町村役場又はマイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルの「わたしの情報
　　　　　－所得・地方税」から確認することが可能です。

全日制・定時制 通信制

公立高等学校等奨学給付金 対象確認シート

各都道府県により、申請

書類が異なっているた

め、早急に保護者等が

居住する都道府県に詳

細をご確認ください。

該当しません

「生活保護

受給世帯」

です。
「非課税世帯」で、

通信制の高校生

等については

「通信制」の給付

額、専攻科の高

校生については

「専攻科」の給付

額、それ以外に

高校生等がいる

場合は「第２子」

の給付額です。

「非課税世

帯」で、「第２

子以降」の給

付額です。

YES

NO

YES

YES

７月１日現在、学校（注２）に在籍してますか？

YES

NO

保護者等全員の「道府県民税所得割」及び「市町村民税所得割」が非課税ですか？（注３）

通信制又は専攻科の高校生等はいますか？

NO

NO

複数の高校生等がいますか？

「非課税世帯」で、１人目の

高校生等は「第１子」、２人

目以降の高校生等について

は「第２子以降」の給付額で

す。

「非課税世帯」で、

「第１子」の給付額で

す。

申 請 書 類 提 出 先 ・ お 問 い 合 わ せ 先

７月１日現在、生活保護（生業扶助）を受給していますか。

YES

NO

YES

高等学校就学支援金制度等との違い

NO 該当しません

YES
高校生等以外に１５歳（中学生を除く。）以上２３歳未満の兄弟姉妹

がいますか？

NO

保護者等（注１）の居住地は岐阜県ですか？


